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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質を保護する方法であって：
　界面活性である能力を有するポリオレフィン酸コポリマー、水、および塩基を含む混合
物を形成すること；
　該活性物質を該混合物と組合せて、懸濁した活性粒子を形成すること；ならびに
　該コポリマーを沈殿させることによって該活性粒子の周りにシェルを形成すること
を含む、方法。
【請求項２】
　該シェルによって規定される該粒子の粒子サイズが、１．６μｍ未満である、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　該パーソナルケア活性物質が、ビタミン、エモリエント、サンスクリーン、油系顔料分
散体、エッセンシャルオイル、または香料である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　該パーソナルケア活性物質が香料である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ポリオレフィン酸コポリマーが、９～２２質量パーセントのアクリル酸単位を有するエ
チレン／アクリル酸コポリマーである、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】



(2) JP 5563468 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　分野
　本発明はパーソナルケア組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　多くのパーソナルケア組成物は、水不溶性活性物質を含有する。このような活性物質は
、配合物中で分解する傾向を示す場合がある。例えば、幾つかのビタミンは光解離性であ
る。このような成分に代えてプロビタミンを使用できるが、これらは典型的には有効性が
より低い。更に、特定成分は、配合物中に一緒に存在する場合に望ましくない相互作用を
有する可能性がある。例えば、刺激性および審美的な困難は別としても、サンスクリーン
配合者はまた以前からオクチノキセートおよびアボベンゾンが、各々光解離性であること
に加えて非混和性であるという事実に見舞われてきた。
【０００３】
　別の例において、香料は蒸発する可能性があることにより消費者の満足を低下させる。
疎水性活性物質をパーソナルケア組成物中に組入れることの困難性の更に別の例において
、特定の香味剤がオーラルケア配合物を不安定化させる可能性がある。
【０００４】
　このような困難を解決するための１つの戦略は、疎水性活性物質を隔離またはカプセル
化することである。過去には、カプセル化は高剪断および／または溶媒交換プロセスを必
要としてきた。よって、必要なのは、カプセル化またはそうでなければ保護された疎水性
パーソナルケア活性物質を含有する、改善された方法および組成物である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　要約
　一態様において、本発明は、低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質を保護する方法
であって、界面活性である能力を有するポリオレフィン酸コポリマー、水、および塩基を
含む混合物を形成すること、ならびに該活性物質を該混合物と組合せて、懸濁した活性粒
子を形成すること、を含む方法を提供する。
【０００６】
　別の態様において、本発明は、低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質をエチレン／
アクリル酸コポリマーでカプセル化する方法であって、エチレン／アクリル酸コポリマー
混合物のｐＨを約７超に上昇させること、該活性物質を該混合物中で分散させること、お
よび該コポリマーを沈殿させることによって該活性物質の周りにシェルを形成すること、
を含む方法を供する。
【０００７】
　別の態様において、本発明は、低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質、およびポリ
オレフィン酸コポリマー混合物、を含む組成物を提供する。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　詳細な説明
　一態様において、本発明は、低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質を保護する方法
であって、界面活性である能力を有するポリオレフィン酸コポリマー、水、および塩基を
含む混合物を形成すること、ならびに該活性物質を該混合物と組合せて、懸濁した活性粒
子を形成すること、を含む方法を提供する。
【０００９】
　用語「低粘度」は、１００，０００ｃｐ未満、好ましくは５０，０００ｃｐ未満、およ
びより好ましくは２０，０００ｃｐ未満を意味する。
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【００１０】
　本開示の目的のための「疎水性液体」は、水中よりもドデカン中でより可溶性である液
体成分を意味する。このような成分は、一般的に、ｌｏｇのオクタノール／水分配係数が
１超である。例は、ＣＲＣ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ＆Ｐｈｙｓｉ
ｃｓ，Ｄ．Ｒ．Ｌｉｎｄｅ編，ＣＲＣ　Ｐｒｅｓｓ，Ｆｌｏｒｉｄａ，第７４版（１９９
３－９４），第１６節，第２４頁以下参照に見出すことができる。
【００１１】
　「パーソナルケア」は、典型的には人体に適用される（口腔、耳腔および鼻腔等、しか
し摂取はされない）ことになる組成物を意味する。パーソナルケア組成物の例としては、
スキンケア製品（例えば、フェイシャルクリーム、モイスチャライザー、洗い流さないお
よび洗い流すローション、サンスクリーン、ファンデーション、マスカラ、アイライナー
、リップスティック等）、オーラルケア製品（例えば歯磨き剤およびリンス）、ネイルケ
ア製品（例えばマニキュアおよびコンディショナー）、ならびにヘアケア製品（例えば、
洗い流さないおよび洗い流すコンディショナー、スタイリングジェルおよびヘアスプレー
）が挙げられる。同様に、本明細書の目的のための「パーソナルケア活性物質」は、使用
者への主なパーソナルケア便益に影響する（配合物自体の形成を容易にするのみであるの
ではなく）任意の成分を意味する。よって、例えば、水は活性物質ではない。パーソナル
ケア活性物質の例としては、スキンケア製品（例えば、フェイシャルクリーム、モイスチ
ャライザー、洗い流さないおよび洗い流すローション、サンスクリーン、ファンデーショ
ン、マスカラ、アイライナー、リップスティック等）、オーラルケア製品（例えば歯磨き
剤およびリンス）、ネイルケア製品（例えばマニキュアおよびコンディショナー）、なら
びにヘアケア製品（例えば、洗い流さないおよび洗い流すコンディショナー、スタイリン
グジェルおよびヘアスプレー）のための典型的な活性成分が挙げられる。
【００１２】
　活性物質の例としては、歯磨き剤中の抗菌化合物（例えばトリクロサン）、ポリフェノ
ール、フラビノイドおよびイソフルビノイド、コエンザイムＱ１０およびその誘導体、カ
ロテンおよびその誘導体、サリチル酸およびその誘導体、デヒドロエピアンドロステロン
（ＤＨＥＡ）、疎水性ポリサッカライド、タンパク、例えば酵素およびペプチド、油系顔
料分散体、ならびに植物成分が挙げられる。
【００１３】
　一態様において、本発明は、パーソナルケア活性物質がビタミン、エモリエント、油系
顔料分散体、サンスクリーン、エッセンシャルオイル、または香料であることを提供する
。一態様において、パーソナルケア活性物質はオクチノキセートである。
【００１４】
　サンスクリーンの例としては、パラアミノ安息香酸、アヴォベンゾン、シノキセート（
cinoxate）、ジオキシベンゾン、ホモサレート、メンチルアントラニレート、オクトクリ
レン、オクチルメトキシシンナメート、オクチルサリチレート、オキシベンゾン、パジメ
ートＯ、フェニルベンズイミダゾールスルホン酸、スリソベンゾン、トロラミンサリチレ
ート、二酸化チタンおよび酸化亜鉛、ジエタノールアミンメトキシシンナメート、ジガロ
イ（digalloy）トリオレエート、エチルジヒドロキシプロピルＰＡＢＡ、グリセリルアミ
ノベンゾエート、ジヒドロキシアセトンを伴うラウソン（lawsone）、および赤色ワセリ
ン（red petrolatum）が挙げられる。
【００１５】
　油系顔料分散体の例としては、顔料粒子，例えば金属酸化物、疎水性担体液体中に分散
しているもの，例えばシリコーン油、例えばポリジメチルシロキサン等、鉱物油、および
アルキルベンゾエートが挙げられる。これはコートされたおよびコートされていない顔料
粒子の両者を意図することが理解される。
【００１６】
　ビタミンとしては、ビタミンＡおよびそのエステル、ビタミンＤおよびその誘導体、ビ
タミンＢ３およびＢ５およびこれらの誘導体、ビタミンＥおよびそのエステル、ビタミン
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Ｆおよびその誘導体、ならびにビタミンＫが挙げられる。
【００１７】
　色素としては、油溶性色素，例えばＳｕｄａｎ　ｒｅｄ，ＤＣ　Ｒｅｄ　１７，ＤＣ　
Ｇｒｅｅｎ　６、β－カロテン、大豆油、Ｓｕｄａｎ　ｂｒｏｗｎ，ＤＣ　Ｙｅｌｌｏｗ
　１１，ＤＣ　Ｖｉｏｌｅｔ　２，ＤＣ　Ｏｒａｎｇｅ　５、およびキノリンイエローが
挙げられる。
【００１８】
　香味剤としては、香味剤油，例えばペパーミント、ウィンターグリーン、シトラス、フ
ルーツ、バニラおよびシナモンが挙げられる。殆どの香味剤は疎水性であるため意図され
る。
【００１９】
　香料としては、心地よい香りを与える任意の成分が挙げられる。例としては、フローラ
ル、アンバー（ambery）、ウッディ、レザー、シプレー、フジェール（fougere）、ムス
ク、バニラ、フルーツおよび／またはシトラスの香りが挙げられる。香料はしばしば、天
然物質の抽出により得られるかまたは人工的に製造される油である。一態様において、香
料はエッセンシャルオイルの１つである。
【００２０】
　好ましい態様において、疎水性の化粧用に許容可能なパーソナルケア活性物質、ビタミ
ン、色素、香味剤または香料は、パーソナルケア組成物中で反応または分解（蒸発、光分
解、酸化、またはこのような成分の効能または効果を低下させるような任意の他のプロセ
ス等）しやすいものである。「化粧用に許容可能」は、パーソナルケア組成物において典
型的に使用される含有成分を意味し、そして、パーソナルケア組成物中に典型的に見出さ
れる量で存在する場合に有毒、刺激性または不快臭を有する物質は、本発明の要素として
検討しないことの強調を意図する。
【００２１】
　ポリオレフィン酸コポリマーは、界面活性である能力を有するものである。好ましい態
様において、ポリオレフィン酸コポリマーは、界面活性状態と非界面活性状態との間を移
行できるものである。
【００２２】
　界面活性状態において、ポリオレフィン酸コポリマーは、疎水性活性物質と水との間の
界面を分割し、活性物質をカプセル化する保護ゲルを形成している。例えば、エチレン／
アクリル酸コポリマーは、水および塩基との組合せの際、ｐＨが約７超であるという条件
で界面活性になる。
【００２３】
　次に、ｐＨが約７よりも低くなった場合、エチレン／アクリル酸コポリマーはその界面
活性特性を失って沈殿する。有利には、この沈殿は、コポリマーが界面活性であったとき
に懸濁した活性成分のカプセル化をもたらし、よって「硬質」シェルを形成する。
【００２４】
　一態様において、本発明の方法は、コポリマーを沈殿させることによって、活性粒子の
周りにシェルを形成することを含む。一態様において、シェルによって規定される粒子の
粒子サイズは、２μｍ未満、好ましくは１．８μｍ未満、好ましくは１．６μｍ未満、好
ましくは１．４μｍ未満、好ましくは１．２μｍ未満、および好ましくは約１μｍである
。粒子サイズは、Ｃｏｕｌｔｅｒ　ＬＳ２３０での光散乱による体積平均径とされる。一
態様において、シェルによって規定される粒子の体積平均粒子サイズは、約２μｍ～約１
μｍの範囲である。好ましくは、体積平均粒子サイズは、約１．５μｍ～約１μｍの範囲
である。
【００２５】
　よって、一態様において、ポリオレフィン酸コポリマーは、約９～約２２質量パーセン
トのアクリル酸単位、好ましくは約１８～約２２質量パーセントのアクリル酸単位、好ま
しくは約１９～約２１パーセントのアクリル酸単位、および最も好ましくは約２０アクリ
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ル酸単位を有するエチレン／アクリル酸コポリマーである。市販で入手可能なエチレン／
アクリル酸コポリマーの例としては、商標名ＰＲＩＭＡＣＯＲ　５９８０ｉ，ＰＲＩＭＡ
ＣＯＲ　５９８６，およびＰＲＩＭＡＣＯＲ　５９９０ｉで販売されるもの（すべてＴｈ
ｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能）、ならびにNUCREL 2806
（Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃか
ら入手可能）が挙げられる。エチレン－アクリル酸およびエチレン－メタクリル酸コポリ
マーは、米国特許第４，５９９，３９２，４，９８８，７８１，および５，９３８，４３
７号（これらの各々は参照によりその全部を本明細書に組入れる）に記載されている。
【００２６】
　一態様において、短鎖アルコールがＰＲＩＭＡＣＯＲポリマーの分散体中に含まれて、
塩基の添加後に分散していない物質の量を低減する（米国特許第３，７９８，１９４号（
参照によりその全部を本明細書に組入れる）に記載される通り）。
【００２７】
　一態様において、混合物におけるポリオレフィン酸コポリマーの活性物質に対する比は
、約１：１～約１：２０、好ましくは１：５～約１：１５、最も好ましくは約１：１０で
ある。
【００２８】
　一態様において、ポリオレフィン酸コポリマーの水中での上限濃度は約３０％である。
得られる分散体は、好ましくは、出発点としての１０％～２６％ポリオレフィン酸コポリ
マーの分散体（これに疎水性活性物質が添加される）に希釈できる。
【００２９】
　一態様において、ポリオレフィン酸コポリマーは、非水性含有成分中に、約４．５質量
パーセントから約５０質量パーセント、好ましくは約６．３質量パーセント～約１７質量
パーセント、最も好ましくは約９質量パーセントで存在する。
【００３０】
　一態様においては、出発点としての１０％～２６％ポリオレフィン酸コポリマーの分散
体（これに疎水性活性物質が添加される）である。
【００３１】
　混合物は、ポリオレフィン酸コポリマーと塩基とを組合せ、次いで水を添加することに
よって形成する。一態様において、塩基は、ＮａＯＨ、ＫＯＨ、またはトリエタノールア
ミンである。
【００３２】
　活性物質は好ましくは混合物に添加する。
【００３３】
　一態様において、活性物質および混合物を乳化する。乳化は、任意の従来の方法を用い
て実施できる。
【００３４】
　一態様において、組合せの間、ｐＨは約７超で維持される。必要であれば、ｐＨを約７
超で維持してポリオレフィン酸コポリマーの沈殿を防止する。
【００３５】
　一態様において、沈殿は、混合物のｐＨを低下させることを含む。一態様において、ｐ
Ｈをクエン酸で低下させる。
【００３６】
　一態様において、本発明は、安定剤を混合物に添加することを更に含む。好ましい安定
剤としては、非イオン性界面活性剤、好ましくはＨＬＢ範囲が１～２０であるものが挙げ
られる。
【００３７】
　別の態様において、本発明は、低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質をエチレン／
アクリル酸コポリマーでカプセル化する方法を提供し、該方法は、エチレン／アクリル酸
コポリマー混合物のｐＨを約７超に上昇させること、該活性物質を該混合物中で分散させ
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ること、および該コポリマーを沈殿させることによって該活性物質の周りにシェルを形成
することを含む。
【００３８】
　別の態様において、本発明は、低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質、およびポリ
オレフィン酸コポリマー混合物、を含む組成物を提供する。
【００３９】
　添付の例において示すように、ポリオレフィン酸コポリマーが沈殿していない組成物、
すなわちゲルネットワークにおいても、活性物質はなお保護される。
【００４０】
　本発明のパーソナルケア組成物用の他の任意の含有成分としては、化粧用に許容可能な
エモリエント剤、サンスクリーン、界面活性剤、乳化剤、保存料、レオロジー調整剤、着
色剤、保存料、ｐＨ調整剤、推進剤、還元剤、香料、発泡剤、なめし剤、脱毛剤、香味剤
、収斂剤、防腐剤、防臭剤、制汗剤、虫除け剤、漂白剤、ライトナー、フケ防止剤、接着
剤、艶出し剤、補強剤、フィラー、バリア物質または殺生物剤が挙げられる。
【００４１】
　モイスチャライザーとしては、２－ピロリドン－５－カルボン酸ならびにその塩および
エステル、アルキルグルコースアルコキシレートまたはそのエステル、脂肪族アルコール
、脂肪族エステル、グリコールおよび、特に、メチルグルコースエトキシレートまたはプ
ロポキシレートおよびそのステアリン酸エステル、イソプロピルミリステート、ラノリン
またはセチルアルコール、アロエ、シリコーン、プロピレングリコール、グリセロールお
よびソルビトールが挙げられる。
【００４２】
　コンディショナーとしては、ステアルアルコニウムクロリド、ジセチルジモニウムクロ
リド、ラウリルメチルグルセス－１０ヒドロキシプロピルジモニウムクロリド、およびコ
ンディショニングポリマー，例えばポリクオタニウム－１０、ポリクオタニウム－２４お
よびキトサンならびにそれらの誘導体が挙げられる。
【００４３】
　油の例としては、動物由来の炭化水素系油，例えばスクアレン、植物由来の炭化水素系
油，例えば４～１０個の炭素原子を含む脂肪酸の液体トリグリセリド，例えばヘプタン酸
もしくはオクタン酸のトリグリセリド、または代替として、植物由来の油，例えばひまわ
り油、コーン油、大豆油、マロー油、グレープシード油、ごま油、ヘーゼルナッツ油、ア
プリコット油、マカダミア油、アララ油（arara oil）、コリアンダー油、ヒマシ油、ア
ボカド油、ホホバ油、シアバター油、またはカプリル／カプリン酸トリグリセリド、ＭＩ
ＧＬＹＯＬ　８１０，８１２および８１８（Ｄｙｎａｍｉｔ　Ｎｏｂｅｌより）、合成エ
ステルおよびエーテル，特に脂肪酸のもの，例えば式Ｒ1ＣＯＯＲ2およびＲ1ＯＲ2（式中
、Ｒ1は、８～２９個の炭素原子を含む脂肪酸残基を表し、そしてＲ2は、３～３０個の炭
素原子を含む分岐または非分岐の炭化水素系鎖を表す）の油，例えばピュアセリン油（pu
rcellin oil）、イソノニルイソノナノエート、イソプロピルミリステート、２－エチル
ヘキシルパルミテート、２－オクチルドデシルステアレート、２－オクチルドデシルエル
ケートまたはイソステアリルイソステアレート、ヒドロキシル化エステル，例えばイソス
テアリルラクテート、オクチルヒドロキシステアレート、オクチルドデシルヒドロキシス
テアレート、ジイソステアリルマレート、トリイソセチルシトレートおよび脂肪族アルコ
ールヘプタノエート、オクタノエートおよびデカノエート、ポリオールエステル，例えば
プロピレングリコールジオクタノエート、ネオペンチルグリコールジヘプタノエートおよ
びジエチレングリコールジイソノナノエート、ペンタエリスリトールエステル，例えばペ
ンタエリスリチルテトライソステアレート、アミノ酸の親油性誘導体，例えばイソプロピ
ルラウロイルサルコシネート，例えば名称ＥＬＤＥＷ　ＳＬ　２０５（Ａｊｉｎｏｍｏｔ
ｏより）で販売されるもの、鉱物または人工物由来の直鎖または分岐鎖の炭化水素，例え
ば鉱物油（石油由来の炭化水素系油の混合物）、揮発性または非揮発性の液体パラフィン
、およびこれらの誘導体、ワセリン（petroleum jelly）、ポリデセン、イソへキサデカ
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ン、イソドデカン、水素化イソパラフィン（またはポリイソブテン）、シリコーン油，例
えば直鎖または環状のシリコーン鎖を含む揮発性または不揮発性のポリメチルシロキサン
（ＰＤＭＳ）（室温で液体またはペースト状であるもの）、特にシクロポリジメチルシロ
キサン（シクロメチコン），例えばシクロペンタシロキサンおよびシクロヘキサジメチル
シロキサン、ポリジメチルシロキサン（アルキル基、アルコキシ基またはフェニル基を含
むもの）（これらはシリコーン鎖の側鎖または末端である）（これらの基は２～２４個の
炭素原子を含む）、フェニルシリコーン，例えばフェニルトリメチコン、フェニルジメチ
コン、フェニルトリメチルシロキシジフェニルシロキサン、ジフェニルジメチコン、ジフ
ェニルメチルジフェニルトリシロキサン　２－フェニルエチルトリメチルシロキシシリケ
ートおよびポリメチルフェニルシロキサン、フルオロ油，例えば一部炭化水素系および／
または一部シリコーン系のフルオロ油、エーテル，例えばジカプリリルエーテル（ＣＴＦ
Ａ名：ジカプリリルエーテル)、ならびにＣ12－Ｃ15脂肪族アルコールベンゾエート（Ｆ
ＩＮＳＯＬＶ　ＴＮ，Ｆｉｎｅｔｅｘより）、これらの混合物が挙げられる。
【００４４】
　油としては、鉱物油、ラノリン油、ココナッツ油およびこれらの誘導体、ココアバター
、オリーブ油、アーモンド油、マカダミアナッツ油、アロエ抽出物，例えばアロエベラリ
ポキノン、ホホバ油、サフラワー油、コーン油、液体ラノリン、綿実油、ピーナツ油、水
素化植物油、スクアラン、ヒマシ油、ポリブテン、スイートアーモンド油、アボカド油、
カロフィラム油（calophyllum oil）、リシン油、ビタミンＥアセテート、オリーブ油、
シリコーン油，例えばジメチロポリシロキサンおよびシクロメチコン、リノレンアルコー
ル、オレイルアルコール、および穀類胚芽の油が挙げられる。
【００４５】
　他の好適なエモリエント剤としては、ジカプリリルエーテル、Ｃ12－Ｃ15アルキルベン
ゾエート、ＤＣ　２００　ＦＬＵＩＤ　３５０シリコーンフルイド（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉ
ｎｇ　Ｃｏｒｐ．より)、イソプロピルパルミテート、オクチルパルミテート、イソプロ
ピルミリステート、ヘキサデシルステアレート、ブチルステアレート、デシルオレエート
、アセチルグリセリド、Ｃ12－Ｃ15アルコールのオクタノエートおよびベンゾエート、ア
ルコールおよびポリアルコールのオクタノエートおよびデカノエート，例えばグリコール
およびグリセリルのもの、リシノレエートエステル，例えばイソプロピルアジペート、ヘ
キシルラウレートおよびオクチルドデカノエート、ジカプリリルマレエート、フェニルト
リメチコン、およびアロエベラ抽出物が挙げられる。固体または半固体の化粧用エモリエ
ントとしては、グリセリルジラウレート、水素化ラノリン、ヒドロキシル化ラノリン、ア
セチル化ラノリン、ペトロラタム、イソプロピルラノレート、ブチルミリステート、セチ
ルミリステート、ミリスチルミリステート、ミリスチルラクテート、セチルアルコール、
イソステアリルアルコールおよびイソセチルラノレートが挙げられる。
【００４６】
　幾つかの態様において、パーソナルケア組成物は、任意のレオロジー調整剤を増粘剤と
して更に含む。増粘剤の例としては、ポリマー，例えば変性または非変性カルボキシビニ
ルポリマー，例えば、名称ＣＡＲＢＯＰＯＬおよびＰＥＭＵＬＥＮ（ＩＮＣＩ名：Ａｃｒ
ｙｌａｔｅｓ／Ｃ10-30アルキルアクリレートクロスポリマー；Ｎｏｖｅｏｎから入手可
能）で販売される製品、ポリアクリレートおよびポリメタクリレート，例えば名称ＬＵＢ
ＲＡＪＥＬおよびＮＯＲＧＥＬ（Ｇｕａｒｄｉａｎより）またはＨＩＳＰＡＧＥＬ（Ｈｉ
ｓｐａｎｏ　Ｃｈｉｍｉｃａより）で販売される製品、ポリアクリルアミド、２－アクリ
ルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸のポリマー（任意に架橋および／または中和さ
れているもの），例えばポリ（２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－スルホン酸）
（Ｃｌａｒｉａｎｔより販売）（ＩＮＣＩ名：アンモニウムポリアクリルジメチルタウロ
アミド（tauramide））、アクリルアミドおよびＡＭＰＳの乳化架橋アニオン性ポリマー
，例えば名称ＳＥＰＩＧＥＬ　３０５（ＩＮＣＩ名：ポリアクリルアミド／Ｃ１３－１４
イソパラフィン／ラウレス－７；Ｓｅｐｐｉｃより）および名称ＳＩＭＵＬＧＥＬ　６０
０（ＩＮＣＩ名：アクリルアミド／ナトリウムアクリロイルジメチルタウレートポリマー
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／イソへキサデカン／ポリソルベート８０；Ｓｅｐｐｉｃより）で販売されるもの、ポリ
サッカライドバイオポリマー，例えばキサンタンガム、グアーガム、カロブガム、アカシ
アガム、スクレログルカン、キチンおよびキトサン誘導体、カラギーナン、ジェラン、ア
ルギネート、セルロース，例えば微結晶セルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒド
ロキシメチルセルロース、およびヒドロキシプロピルセルロース、会合性ポリマー，例え
ば会合性ポリウレタン、６～３０個の炭素原子を含む少なくとも２つの炭化水素系親油性
鎖を含むポリマーであって親水性配列で分離されているもの，例えばポリウレタン，名称
ＳＥＲＡＤ　ＦＸ１０１０，ＳＥＲＡＤ　ＦＸ１１００およびＳＥＲＡＤ　ＦＸ１０３５
（Ｈｕｌｓ　Ａｍｅｒｉｃａより），ＲＨＥＯＬＡＴＥ　２５５，ＲＨＥＯＬＡＴＥ　２
７８およびＲＨＥＯＬＡＴＥ　２４４（ＩＮＣＩ名：ポリエーテル－ウレア－ポリウレタ
ン；Ｒｈｅｏｘより），ＤＷ　１２０６Ｆ，ＤＷ　１２０６Ｊ，ＤＷ　１２０６Ｂ，ＤＷ
　１２０６Ｇ，および　ＡＣＲＹＳＯＬ　ＲＭ　２０２０（Ｒｏｈｍ＆Ｈａａｓより）で
販売されるもの、が挙げられる。
【００４７】
　着色剤としては、顔料，特にメイクアップで使用されるもの，例えば金属酸化物顔料、
二酸化チタン、任意に表面処理されているもの、酸化ジルコニウムまたは酸化セリウム、
酸化亜鉛、酸化鉄（黒、黄または赤）、酸化クロム、マンガンバイオレット、ウルトラマ
リンブルー、クロム水和物および第二鉄ブルー、カーボンブラック、バリウム、ストロン
チウム、カルシウムまたはアルミニウムの顔料（例えばＤ＆ＣまたはＦＤ＆Ｃ）、コチニ
ールカーミン、チタンまたはビスマスのオキシクロリドでコートされたマイカ、チタンマ
イカ（酸化鉄を伴うもの）、チタンマイカ（特に第二鉄ブルーまたは酸化クロムを伴うも
の）、チタンマイカ（有機顔料を伴うもの）、真珠顔料であってビスマスオキシクロリド
を基にするもの、ゴニオクロマチック（goniochromatic）顔料，例えば、多層干渉構造を
有する顔料、反射顔料，例えば銀コートされたガラス物質、ニッケル／クロム／モリブデ
ン合金でコートされたガラス物質、茶酸化鉄でコートされたガラス物質を有する粒子、少
なくとも２つのポリマー層の積層物を含む粒子，例えばＭＩＲＲＯＲ　ＧＬＩＴＴＥＲ（
３Ｍより）が挙げられる。
【００４８】
　色素としては、水溶性色素，例えば硫酸銅、硫酸鉄、水溶性スルホポリエステル、ロー
ダミン、天然色素，例えばカロテンおよびビートの根の汁、メチレンブルー、カラメル、
タートラジンの二ナトリウム塩およびフスチン（fuschin）の二ナトリウム塩、ならびに
その混合物が挙げられる。上記の列挙からの脂溶性色素もまた任意に使用できる。
【００４９】
　保存料としては、アルコール、アルデヒド、メチルクロロイソチアゾリノンおよびメチ
ルイソチアゾリノン、ｐ－ヒドロキシベンゾエート、および特にメチルパラベン、プロピ
ルパラベン、グルタルアルデヒドおよびエチルアルコールが挙げられる。
【００５０】
　ｐＨ調整剤としては、無機および有機の酸および塩基、ならびに特に水性のアンモニア
、クエン酸、リン酸、酢酸および水酸化ナトリウムが挙げられる。
【００５１】
　還元剤としては、アンモニウムチオグリコレート、ハイドロキノンおよびナトリウムチ
オグリコレートが挙げられる。
【００５２】
　香料は、上記のように、天然物質の抽出によって得られるかまたは人工的に製造される
アルデヒド、ケトン、または油であることができる。しばしば、香料は補助的な物質，例
えば定着剤、増量剤、安定剤および溶媒を伴う。
【００５３】
　殺生物剤としては、抗菌剤、殺微生物剤、防カビ剤、殺藻剤、殺菌剤（mildicide）、
消毒剤、防腐剤、および殺虫剤が挙げられる。
【００５４】
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　任意の含有成分の、所望の特性（このような含有成分により与えられる）を実現するた
めに有効な量は当業者により容易に決定できる。
【００５５】
　例
　以下の例は、例示のみのためであって、本発明の範囲の限定を意図しない。全てのパー
セントは特記がない限り質量基準である。
【００５６】
　例１
　例のパーソナルケア組成物は表１に挙げる成分を含有する。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　成分は、標準オーバーヘッドミキサーを用いて、混合速度約２５０ｒｐｍで約１５分間
組合せる。
【００５９】
　例２
　例１で上記した手順に実質的に従って形成される配合物を形成し、そして芳香強度につ
いて香料パネル試験にて試験した。０．１５ｇの各バッチを、５人のパネリストの各々の
前腕に塗布し、そして芳香強度を約３０分後に比較した。５人のパネリストのうち４人は
、より高い芳香強度を有するものとしてバッチ１を選んだ。
【００６０】
　例３
　例のパーソナルケア組成物は表２に挙げる成分を含有する。
【００６１】

【表２】



(10) JP 5563468 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

【００６２】
　バッチ３および４は、本発明の異なる形であり、前者はゲルネットワーク中にカプセル
化された活性物質であり、後者は酸をゲルに添加することによって硬質シェルカプセル化
活性物質を沈殿させて得たものである。表２中のバッチ３およびバッチ５の配合物は、Ｉ
ＫＡ　ＵＬＴＲＡ　ＴＵＲＲＡＸミキサーで１９，０００ｒｐｍにて１分間均質化するこ
とによって組合せた。バッチ４の始めの２つの含有成分もまたこの様式で組合せ、その後
混合物を２５０ｒｐｍのプロペラミキサー上に動かし、そしてＰＯＬＯＸＡＭＥＲ　３３
１およびクエン酸を添加して３０分間混合した。
【００６３】
　サンプルを、光安定性について試験した。結果を表３に示す。
【００６４】
【表３】

【００６５】
　表３で与えられる光安定性数は、試験ローションについてＵＶ源への１０分間の曝露後
に残っている吸収カーブ下の面積％であり、これは石英基材上に２０μｍドローダウンバ
ーで塗布したものである。この暴露は、総用量約１５ＭＥＤ（「最小紅斑用量」－被験者
において生理学的応答（発赤）が見られるのに必要な最小照射）をフィルムに届ける。Ｐ
ＲＩＭＡＣＯＲ分散体中または比較物質中の十分なオクチノキセート源を用いて、試験ロ
ーション中の７．５％オクチノキセート、更に、カプセル化されていない従来のエマルシ
ョン（これは、３％アボベンゾン、４％ホモサレート、および５％オクチルサリチレート
を試験ローションに送達する）を有する。
【００６６】
　本発明のバッチ（バッチ３およびバッチ４）は、顕著により大きい光安定性を示したこ
とが観察された。
【００６７】
　本発明は、本明細書で具体的に開示および例示した態様に限定されないと理解される。
発明の種々の改変が当業者に明らかとなろう。このような変更および改変は、特許請求の
範囲の範囲から逸脱することなく行なうことができる。
【００６８】
　更に、各々の列挙した範囲は、範囲の全ての組合せおよび下位組合せ、更にそれに含ま
れる具体的な数を包含する。加えて、本明細書で引用または記載する各特許、特許出願お
よび公報の開示はその全部を参照により本明細書に組入れる。
　以下の態様もまた開示される。
［１］　低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質を保護する方法であって：
　界面活性である能力を有するポリオレフィン酸コポリマー、水、および塩基を含む混合
物を形成すること；ならびに
　該活性物質を該混合物と組合せて、懸濁した活性粒子を形成すること；
を含む、方法。
［２］　該塩基がＮａＯＨ、ＫＯＨ、またはトリエタノールアミンである、上記［１］に
記載の方法。
［３］　該混合物を形成するステップが、ポリオレフィン酸コポリマーと塩基とを組合せ
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、その後水を添加することを含む、上記［１］に記載の方法。
［４］　該活性物質を該混合物に添加する、上記［１］に記載の方法。
［５］　該組合せのステップが、該混合物を乳化することを含む、上記［１］に記載の方
法。
［６］　該コポリマーを沈殿させることによって該活性粒子の周りにシェルを形成するこ
とを更に含む、上記［１］に記載の方法。
［７］　該シェルによって規定される該粒子の粒子サイズが、２μｍ未満、好ましくは１
．８μｍ未満、好ましくは１．６μｍ未満、好ましくは１．４μｍ未満、好ましくは１．
２μｍ未満、および好ましくは約１μｍである、上記［６］に記載の方法。
［８］　該沈殿のステップが、該混合物のｐＨを低下させることを含む、上記［６］に記
載の方法。
［９］　該ｐＨをクエン酸で低下させる、上記［８］に記載の方法。
［１０］　該沈殿のステップが、安定剤を該混合物に添加することを更に含む、上記［６
］に記載の方法。
［１１］　該パーソナルケア活性物質が、ビタミン、エモリエント、サンスクリーン、油
系顔料分散体、エッセンシャルオイル、または香料である、上記［１］に記載の方法。
［１２］　該パーソナルケア活性物質がオクチノキセートである、上記［１］に記載の方
法。
［１３］　該パーソナルケア活性物質が香料である、上記［１］に記載の方法。
［１４］　ポリオレフィン酸コポリマーが、約９～約２２質量パーセントのアクリル酸単
位、好ましくは約１８～約２２質量パーセントのアクリル酸単位、好ましくは約１９～約
２１パーセントのアクリル酸単位、および最も好ましくは約２０アクリル酸単位を有する
エチレン／アクリル酸コポリマーである、上記［１］に記載の方法。
［１５］　該混合物におけるエチレン／アクリル酸コポリマーの活性物質に対する比が、
約１：１～約１：２０、好ましくは１：５～約１：１５、最も好ましくは約１：１０であ
る、上記［１４］に記載の方法。
［１６］　該エチレン／アクリル酸コポリマーが、約４．５質量パーセント～約５０質量
パーセント、好ましくは約６．３質量パーセント～約１７質量パーセント、最も好ましく
は約９質量パーセント存在する、上記［１４］に記載の方法。
［１７］　低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質をエチレン／アクリル酸コポリマー
でカプセル化する方法であって：
　エチレン／アクリル酸コポリマー混合物のｐＨを約７超に上昇させること；
　該活性物質を該混合物中で分散させること；および
　該コポリマーを沈殿させることによって該活性物質の周りにシェルを形成すること；
を含む、方法。
［１８］　低粘度疎水性液体パーソナルケア活性物質；およびポリオレフィン酸コポリマ
ー混合物；を含む、組成物。
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